（参考資料２-２）
本紙は、内部監査について、ガイドラインが示す質向上の取組に基づき作成したサンプルです。本紙を参考にマニュアルを策定する場合には、「自己診断及び審査の基準」をよくお読みになり、自己診断及び審査において確認すべきことをご理解いただいた上で、組織の状況に応じて策定してください。（※内部監査についての取組が、別マニュアル等で定められている場合、本紙を参考に新たなマニュアルを策定することは不要です。）






内部監査手順書【法人】（例）




作成：令和〇年〇月〇日
改訂：令和〇年〇月〇日
教育訓練機関名（または事業所名）
責任者  役職・氏名


１．目的
本手順は、本事業所が実施する内部監査について、その体制、方法及び手順を明確にし、監査の有効性を確保することを目的とする。

２．適用範囲
本手順は、本事業所が実施する内部監査に関し、以下の事項について適用する。
・監査体制の構築
・監査基準
・内部監査の実施頻度及び実施時期
・監査プログラムの設定
・監査目的の設定
・現地監査の準備
・現地監査の実施
・現地監査の報告
・是正処置及び予防処置

３．監査体制の構築
（１）本事業所の責任者（役職名）は、当該年度の事業開始時までに内部監査責任者及び内部監査員を任命する。
（２）内部監査員の任命にあたっては、以下に配慮する。
・監査対象のプロセスまたは業務について自らの担当業務を監査しないこと。
・監査に必要な専門知識及び監査対象領域に関する一定の知識を有する者を選任する。
 
４．監査基準
内部監査における監査基準は、「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」（以下「ガイドライン」という。） を用いる。

５．内部監査の実施頻度及び実施時期
（１）内部監査は、毎年度１回、原則として６月に定期監査として実施する。
（２）ガイドラインまたは関連法令等が改正された場合その他必要があると認められる場合は、臨時の内部監査を実施する。

６．監査プログラムの設定
内部監査責任者は、次の事項を考慮して監査プログラムを設定する。
（１）監査対象プロセスの重要性
（２）対象領域の重要性
（３）過去の監査結果
（４）（フルスペック監査の時に限る）すべてのプロセスを対象とすること

７．監査目的の設定
原則として、監査目的は「ガイドラインへの適合性の確認」とする。
ただし、仕組みが安定的に運用され、職員がルールを理解している段階に達した場合は、以下の目的を追加または変更することができる。
・改善の機会の抽出
・仕組みの有効性の評価

８．現地監査に向けての準備
（１）監査プログラムに基づき、内部監査計画書を作成し、関係者に周知する。
（２）監査チーム内で事前打合せを行い、次の事項を整理・共有する。
・監査の重点項目
・方法及び手順
・役割分担
（３）現地監査に使用するチェックシートは、事前打合せで統一的な考え方に基づき作成する。
・確認項目・質問内容を列記し、時間内で効率的な監査ができるよう工夫する。
・過去の監査結果や指摘事項を反映し、共通認識を持って臨む。
９．現地監査の実施
準備したチェックシート等を基づき、以下を実施する。
・被監査者へのヒアリング
・記録のサンプリングの確認
・手順や基準との適合性の評価
不適合が確認された場合は、その内容を記録し、報告書にまとめる。
 
１０．監査結果の報告
現地監査終了後、内部監査報告書を作成する。
報告書には、以下を記載する。
・監査日時及び実施時間
・監査基準
・監査員名
・不適合事項及びその内容
・良好事例（ベストプラクティス等）

１１．是正処置及び是正処置
（１）不適合に対する是正処置は、適切な時期に実施し、是正報告として取りまとめる。
（２）是正処置後、一定期間を経て処置の有効性確認（フォローアップ）を行う。
（３）フォローアップは、原則として次回の内部監査時にまとめて実施する。

以上
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